
26100 

京都府 

京都市 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

京都市企業立地促

進制度補助金交付

要綱（本社・工場等

新増設等支援制度） 

H25.4 ＜対象者＞ 

製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス

業を営み、または営もうとしている中小企業者

または大企業者 

＜対象事業＞ 

本社機能を有する事業所、工場、開発拠

点、研究所の新増設（賃借を含む。） 

＜対象要件＞ 

【中小企業】 

① 新増設等による生産等設備取得額が

1,000万円以上 

② 対象事業所の常時雇用者数が５名以上 

で、市内の常時雇用者総数が１名以上増加

すること 

【大企業】 

① 新増設等による生産等設備取得額が

2,500万円以上 

② 対象事業所の常時雇用者数が５名以上 

で、市内の常時雇用者総数が１名以上増加

すること 

＜補助額＞ 

① 対象事業に伴い取得した固定資 

産（土地を除く）に係る固定資産税

及び都市計画税相当額の 

【中小企業】 

100～150%×２～３年分（最大 1

億円） 

【大企業】 

50～75%×1年分（最大 1億円、

常時雇用者の増加数に応じた上

限設定あり） 

② 対象事業に伴い埋蔵文化財発 

掘調査を実施する場合に、当該調

査に要した経費相当額の 50%（最

大 2,500万円） 

京都型グローバル・

ニッチ・トップ企業育

成補助金交付要綱 

H25.4 ＜対象者＞ 

以下のいずれかに該当する中小企業者 

① 京都市ベンチャー企業目利き委員会Ａラ 

ンク認定企業 

② バリュークリエーション審査委員会オス 

カー認定企業、京都高度技術研究所オス

カー認定企業 

③ 京都市産業技術研究所「知恵創出“目の 

輝き”」認定企業 

④ 本市が所管・設置するインキュベート施設 

へ入居もしくは入居していたことがあり、一

定の条件を満たす方 

 

＜補助額＞ 

①  対象事業に伴い取得した固定 

資産（土地を除く）に係る固定資 

産税及び都市計画税相当額の

100%×２～３年分（最大 1億円） 

② 対象事業に伴い埋蔵文化財発掘

調査を実施する場合に要した経費

相当額の 50%（最大 2,500万円） 



＜対象事業＞ 

事業所の新増設（サービスの提供を行う店

舗等は除く。） 

京都市企業立地促

進制度補助金交付

要綱（市内初進出支

援制度） 

 

R4.4 ＜対象者＞ 

全業種（市内初進出企業） 

＜対象事業＞ 

市内にオフィス等を設置する事業（賃貸借の

場合は契約期間が 1 年以上であるなど、長期

の設置が見込まれる事業に限る。） 

＜補助額＞ 

市内居住の常時雇用者１人につき

10万円×２年（上限：5,000万円） 

※以下の要件を満たすごとに、単価

に２を乗じる。 

①本市の産業政策に特に寄与する産

業分野の企業（ものづくり、ＩＣＴ、スポ

ーツ、環境・エネルギー、ヘルスケア・

ライフサイエンス、コンテンツ・アート、

海外企業進出支援） 

②  海外企業 

③  京町家オフィスに入居する企業 

京都市企業立地促

進制度補助金交付

要綱（お試し立地支

援制度） 

R4.4 ＜対象者＞ 

全業種（市内初進出を検討する企業） 

＜対象事業＞ 

市内のシェアオフィス等を 1週間以上継続し

て利用する事業 

※市の取材やアンケート等に応じていただける

こと。 

＜補助額＞ 

 利用料及び交通費の１/２（最大３箇

月間 ※海外企業は６箇月間） 

（上限：各 25 万円 ※海外企業は各

50万円） 

京都市賃貸用事業

施設等立地促進制

度要綱 

R5.4 ＜対象者＞ 

 対象事業に係る固定資産の固定資産税及

び都市計画税を納税する法人又は個人 

＜対象事業＞ 

① オフィス・ラボ誘導地区内または高度利用

地区（京都駅周辺地区の A地区・B地区）

で賃貸用オフィス部分の床面積が 3,000

㎡以上のテナントオフィスビルの新増設等

を行う事業 

② 市内で賃貸用ウエットラボの新増設等を 

行う事業 

＜補助額＞ 

 対象事業に伴い取得した固定資産

（土地を除く）に係る固定資産税・都

市計画税相当額の 100%×５年分（最

大３億円） 

 

 

京都市企業立地促

進融資制度要綱 

H27.4 ＜対象者＞ 

本社、工場、開発拠点、研究所の新増設を

行う製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス

業を営む中小企業者の方 

＜融資額＞ 

限度額 ５億円 

＜利率＞ 

 金融機関所定利率 

＜期間＞  

15年以内 均等月賦返済 

 



26201 

京都府 

福知山市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

〇福知山市企業誘致促進及び操業支援条例 

新規進出企業         30,000 

市内既存企業          5,000 

５ 

- 

課税免除 

（土地除く） 
固定資産税 ３年間 

〇京都北部中核工業団地工場誘致に関する条例（対象：京都北部中核工業団地） 

新設                   5,000 

増設                   3,000 

- 

- 
課税免除 固定資産税 ３年間 

〇過疎地域に置ける福知山市税条例の特例に関する条例（対象：過疎地域） 

【製造業、旅館業】 

資本金 5,000万円以下     500 

資本金 5,000万円超     1,000 

資本金 1億超         2,000 

【情報サービス業、農林水産物販売業】 

                   500 

 

- 

- 

- 

 

- 

課税免除 

（土地は建物敷地分

のみ） 

固定資産税 ３年間 

〇工場設置奨励条例（対象：工業団地、過疎地域除く） 

新設               1,000 ５ 
不均一課税 

（土地除く） 
固定資産税 ３年間 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

福知山市企業誘致

促進及び操業支援

条例 

H29.3 〇工場等を新設、増設等する者 

【新規進出企業】 

投下固定資産総額が３億円以上又は

常用雇用者５人以上 

【市内既存企業】 

投下固定資産総額が 5,000万円以上 

〇奨励金 

(1)新規常用雇用者１人あたり 10 万円。（新規進

出企業で京都北部中核工業団地への立地企業

は１人あたり 15万円。）さらに新規進出企業にお

いては、U・I ターン者は 1人あたり 10万円加算 

(2)工場等延床面積１㎡あたり 2,000円 

〇交付期間 ３年度間 

〇上限    １億円 

(3)工場等建替え奨励金 

工場等の建替えにより除却する現に有する工

場等の延べ面積 1㎡あたり 1,000円 

京都北部中核工業

団地立地企業用水

H23.3 〇京都北部中核工業団地に立地した

企業 

〇補助金 

検針月ごとに 50 ㎥を超えて使用した量 1 ㎥



使用補助金交付要

綱 

あたり 70円を補助 

〇交付期間 操業開始月より５年間 

詳しくはこちら（福知山市助成制度の御案内） 

 

  

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/annex/42350.html


26202 

京都府                                                        

舞鶴市                                                                                                  

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉                                        

条例名等 制定年月 対象者の要件 内    容 

舞鶴市働く場の創

出企業立地促進条

例 

H18.6 ○舞鶴市内での立地（新設及び

増設） 

○製造業等 

○土地を除く投下固定資産額等

１億円以上（市内既存企業は、

5,000万円以上） 

○地元新規雇用者数３人以上 

働く場の創出補助金 

○新規地元雇用者数の区分に応じ、それぞれ定める補

助基準額を乗じた額（立地後３年間） 

（１） 新規地元雇用者数：６人未満 

   新規地元雇用者数×60万円 

（２） 新規地元雇用者数：６人以上 10人未満 

   新規地元雇用者数×80万円 

（３） 新規地元雇用者数：10人以上 

   新規地元雇用者数×100万円 

※新規地元雇用者の年収により補助基準額の減額あり 

企業立地補助金 

○投下固定資産額等の総額の区分に応じ、それぞれ定

める補助率を乗じた額 

（１） ２億円未満 

   投下固定資産額等×３％ 

（２） ２億円以上３億円未満 

   投下固定資産額等×４％ 

（３） ３億円以上 

   投下固定資産額等×５％ 

※用地取得を伴う場合は、取得価格の区分に応じ、そ

れぞれ定める率を上記補助率に加算 

（１）１億円以上５億円未満  ：２％ 

（２）５億円以上 10億円未満 ：３％ 

（３）10億円以上 20億円未満 ：４％ 

（４）20億円以上：５％ 

○限度額 ５億円（働く場の創出補助金と企業立地補助

金とを併せた限度額） 

舞鶴市企業立地経

営円滑化補助金交

付要綱 

Ｈ28.10 ○１カ月の使用水量が２万㎥を

超える大口需要者として決定さ

れた企業 

大口需要者に対する水道料金の軽減に加え、さらに１カ

月の使用水量が２万㎥を超える月の水道料金の約 10％

を補助 

舞鶴市企業進出促

進融資制度要綱 

H2.7 ○舞鶴市に工場等を新設する

株式会社、一般社団法人又は

一般財団法人で地元雇用者数

融資 

○限度額 10億円 

（ただし企業進出に係る設備投資額の 80％以内の額） 



が 10 人以上見込めかつ環境保

全等の適切な措置を取れる者 

※次のいずれかの業種に属する

者に限る〈食料品製造業、化学

工業、一般機械器具製造業、電

気機械器具製造業、輸送機械

器具製造業、精密機械器具製

造業〉 

○返済期限 10年以内 

 

 

  



26203 

京都府 

綾部市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 

措置事項 措置範囲 適用期間 
投下固定資本額（万円以上） 

従業員 

（人以上） 

綾部市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 

【製造業・旅館業】 

・個人：500万円以上 

・法人 

（資本金 5,000万円以下）：500万円以上 

（資本金 5,000万円超 1億円以下）：1,000万円以上 

（資本金 1億円超）：2,000万円以 

【農林水産物等販売業・情報サービス業等】 

・個人：500万円以上 

・法人 

（資本金 5,000万円以下）：500万円以上 

（資本金 5,000万円超 1億円以下）：500万円以上 

（資本金 1億円超）：500万円以上 

 

― 課税免除 固定資産税 ３年間 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

綾部市工場設置奨

励条例 

S61.6 

R3.3改正 

○市内の工場適地等に新たに立地し、操業開

始日の属する年の翌年１月１日までに取得

した工場及び工場敷地内に存する生産設

備並びに土地の取得合計額が、１億円（中

小企業者にあつては５千万円）以上の企業 

○工場及び工場敷地内に存する生

産設備並びに土地に対して、操業

開始日の属する年の翌年１月１日

を賦課期日とする固定資産税相当

額を奨励金として交付 

 

綾部市工業団地企

業立地促進対策補

助金交付要綱 

H12.3 

H20.3 

○綾部市工業団地工場用地分譲要綱に基づ

き、綾部市工業団地に工場用地を取得した

企業 

○工場用地取得価格に 0.5 パーセン

トを乗じて得た額を工場用地代金

完納後に交付 

綾部市中小企業生

産設備リース導入支

援助成金交付要綱 

H25.3 ○市内工場にリース会社とのリース契約により

契約額合計 500 万円以上の生産設備を導

入した中小企業 

○助成対象経費に前年度１月１日現

在の長期プライムレートを乗じて得

た額を助成金として交付（限度額

50万円） 



綾部市ものづくり企

業振興補助金交付

要綱 

R3.3 

R5.3改正 

○市内に工場が所在するものづくり企業 ○京都府中小企業技術センターの機

械器具貸付料及び依頼試験手数料

の 1/2 を補助（上限 20万円） 

○展示会等への出展に要する展示小

間料等の経費の 1/2 を補助（上限

10万円） 

○生産設備等の取得額を補助（上限

100万円） 

 補助率は中小企業 1/2、小規模企

業 2/3 

○工場等の災害復旧に要した経費

（上限 100万円） 

綾部市人材確保支

援補助金交付要綱 

R7.3 ○市内に事業所を有している中小企業者又は

大企業者 

○インターンシップの受け入れに対し

て１人当たり１日５千円補助（上限 1

人あたり 3万円） 

○中小企業者が副業人材活用のた

めに、民間人材ビジネス事業者に

対して支払った人材紹介手数料等

の経費の 1/2 を補助（上限５万円） 

○市内での社宅、社員寮整備に要す

る経費の 1/4 を補助（上限 100 万

円） 

○社員の福利厚生や健康増進に要

する経費のうち、市内運動施設等の

使用料の 1/2 を補助（上限 10万円） 

 

  



26204 

京都府 

宇治市 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

宇治市企業立地促

進条例 

H14.4 ①情報関連産業・自然科学研究所に係る本

店及び事業場、製造業（先端産業）に係る

本店で用地面積 500 ㎡以上又は投下固定

資産額等 5,000 万円以上かつ地元新規雇

用者数１人以上、または取得又は貸借をし

た建物の延床面積が 300 ㎡以上（小規模の

場合） 

②製造業（先端産業）の事業場、製造業（先

端産業以外）及び市長特認の本店及び事

業場で用地面積 500 ㎡以上かつ投下固定

資産額等１億円以上又は地元新規雇用者

数１人以上、または取得又は貸借をした建

物の延床面積が 300 ㎡以上（小規模の場

合） 

 

事業場等設置助成金 

○投下固定資産額等の 10/100 以内の

額、リース資産等は市長が定める額 

○情報関連産業・自然科学研究所及び

製造業（先端産業）に係る事業場等につ

いては限度額 3,000 万円（小規模の場

合は 500万円） 

○製造業（先端産業外）及び市長特認

に係る事業場等については限度額

1,000万円（小規模の場合は 500万円） 

操業支援助成金 

○固定資産税（土地分除く)の課税額に

次の率を乗じて得た額 

 第１年度 75/100 

 第２年度 50/100 

 第３年度 25/100 

○限度額 5,000 万円（小規模の場合は

2,500万円） 

雇用創出助成金 

○30 万円に地元新規雇用者の増加数

を乗じて得た額 

○限度額 3,000 万円（小規模の場合は

1,500万円） 

 

  



26205 

京都府 

宮津市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

過疎地域自立促進特別措置法に関

する条例 

新増設者（製造業等） 

2,700超 

― 課税免除 固定資産税 ３年間 

半島振興法に関する条例 

新増設者（製造業等） 

500以上（資本金 1,000以下） 

1,000以上（資本金 1,000超 5,000以

下） 

2,000以上（資本金 5,000超） 

― 不均一課税 

【適用税率】 

初年度 0.14％ 

２年度 0.35％ 

３年度 0.7％ 

固定資産税 ３年間 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

宮津市企業立地拡

充促進条例 

S63.12 

(R5.3改正) 

○新設又は雇用機会の拡大を伴う増設、

移設若しくは建替え 

 投下固定資産総額 2,500万円以上 

○新規正規従業員雇用者が３人以上で、

かつ、その雇用水準を維持するもの 

○京都府雇用の安定・創出と地域経済の

活性化を図るための企業の立地促進に

関する条例に基づく補助金の交付対象

とならない事業所 

○対象業種 

 製造業、製造業に属する事業に類する事

業、情報関連産業、道路貨物運送業、

倉庫業、運輸に附帯するサービス業、宿

泊業、自然科学研究所、余暇利用施設 

立地促進奨励金 

○投下固定資産総額の 10％に相当

する額（限度額 3,000万円） 

（京都府補助金交付対象事業所は投

下固定資産総額の５％に相当する額

（限度額 3,000万円）） 

雇用促進奨励金 

○１年以上の雇用が確認されたもの

であって、３年間の純増加者を対象

に、 

・新規地元正規従業員１人につき 40

万円 

・新規地元非正規従業員１人につき

10万円 

・新規地元正規従業員のうち障害者１

人につき 50万円 

宮津市新産業等創

出奨励事業費補助

金交付要綱 

H11.3 

(H21.3 改正) 

○市内に住所又は主たる事業所を有する

者で、事業化を行おうとする個人又は法

人 

補助金 

○補助対象経費の３分の１以内（50

万円以上 500万円以内） 



○市内において行う新たな事業化のため

の調査、研究等であり、新規性、経済

性、先導性及び実現性を満たす事業 

 

 

  



26206 

京都府 

亀岡市 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

亀岡市税条例の特例に関する条例

（R1.6） 

・投下固定資産総額が 13,000,000 円

以上であること 

〇新たに宿泊施設（旅館・

ホテル営業）を立地する事

業者で次の要件を満たす

者 

・新規常用雇用者が２人以

上であること 

・新規常用雇用者のうち、

本市に住所を有する者が

1人以上であること 

・納期限の到来した市税を

完納していること 

・亀岡市暴力団排除条例

(平成 24 年亀岡市条例第

24 号)に掲げる暴力団員

等でないこと 

・亀岡商工会議所に加入

していること 

 

課税免除 

 

 

当該宿泊施設に

かかる固定資産

税 

1年間 

（事業者が地域

経済牽引事業計

画を作成し、府

の承認後、国の

確認を受けた場

合は３年間課税

免除） 

亀岡市税条例の特例に関する条例

（R1.6） 

・投下固定資産総額が 100,000,000

円(パルプ・紙・紙加工品製造業、プ

ラスチック製品製造業及びゴム製品

製造業に係るものにあっては、

50,000,000円)以上であること 

 

〇新たに製造施設を立地

する事業者で次の要件を

満たす者 

・新規常用雇用者が２人以

上であること 

・新規常用雇用者のうち、

本市に住所を有する者が

1人以上であること 

・京都府から地域未来投

資促進法による地域経済

牽引事業計画の承認を受

け、かつ国から同事業の

確認を受けていること 

・納期限の到来した市税を

完納していること 

・亀岡商工会議所に加入

課税免除 

 

当該製造施設に

かかる固定資産

税（土地、家屋、

構築物） 

３年間 

※地域経済事業

計画について国

からの確認が必

要 



していること 

・亀岡市暴力団排除条例

に掲げる暴力団員等でな

いこと 

 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

亀岡市企業立地促

進条例 

H17.6 ○製造業、情報関連産業及び自然科学研究所並

びにその他市長が特に認める事業者で次の要件

を満たす者 

・新設、増設及び建替え 

・投下固定資産総額 5,000万円以上 

・常時雇用従業員が新設にあっては５人以上増

加、増設及び建替にあっては３人以上増加 

・常時雇用従業員のうち本市に住所を有し、かつ

新規に雇用する者が１人以上 

・市内の工業地域、準工業地域及び市長が指定

する地域 

企業立地奨励金 

○指定工場等に係る固定資産税

額及び都市計画税額に相当する

額以内で市長が認定した額（３年

間） 

雇用促進奨励金 

○市内在住の新規雇用者１人に

つき 

１．障害者雇用 50万円 

２．正規雇用   40万円 

３．1,2以外    10万円 

○交付対象となる雇用期間は、操

業日の半年前から２年間で、一定

期間の継続雇用が必要 

○１指定工場あたり 2,000 万円を

限度 

亀岡市商工業振興

公共下水道助成金

交付要綱 

H19.1 ○公共下水道区域に事業所を有する商工業者で

次の要件を満たす者 

・年間の下水道排水量が使用施設１箇所につき、

30,000㎥を超える事業所 

・市内在住従業員を 10 人以上雇用している事業

所 

・上下水道料金及び市税に滞納がないこと 

助成金 

○（年間排水量－30,000 ㎥）×１

㎥当たりの超過料金×10% 

※ １㎥当たりの超過料金 420円 

  （平成 26年度第２期分から） 

○限度額 800万円 

亀岡市ものづくり産

業経営安定化支援

助成金交付要綱 

H26.12 ○市内に事業所を有する商工業者で、次の要件

を満たす者 

・1機械等の取得価格が 1,000万円以上 

・固定資産（償却資産）として申告するもの 

・市税に滞納がないこと  

※ 企業立地奨励金の適用期間の事業所は除く 

助成金 

○固定資産税相当額 

（固定資産税課税標準額×1.5%） 

※ １設備につき１回に限る 

※ 亀岡商工会議所に加入してい

ない場合は上記金額の 80% 

 



26207 

京都府 

城陽市 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

城陽市企業立地促

進条例 

H14.9 ①情報関連産業、自然科学研究所の本店及

び事業場、製造業に係る本店 

⇒用地面積 500 ㎡以上又は投下固定資産額

等 5,000万円以上かつ地元新規雇用者数１人

以上 

②製造業に係る事業場及びその他の産業で

市長が特に認めるものに係る本店及び事業場 

⇒用地面積 500 ㎡以上かつ投下固定資産額

等１億円以上又は地元新規雇用者数１人以上 

○事業場等設置助成金 

・投下固定資産額（土地取得を除く）

の 10/100 以内の額 

限度額3,000万円（情報関連産業、

自然科学研究所及び製造業に係る

事業場等以外は 1,000万円） 

 

○操業支援助成金 

・固定資産税相当額（土地分を除く）

に次の率を乗じて得た額 

（第１年度）75/100 

（第２年度）50/100 

（第３年度）25/100 

３年間の交付額の上限 

 5,000万円 

 

○雇用創出助成金 

・操業開始日の属する年度の翌年度

以降４年間に１年以上継続して新たに

雇用した城陽市在住従業員数に期間

に定めのない雇用の場合は 40万円、

障がい者の雇用の場合は 50万円、そ

の他の場合は 10万円を乗じて得た額 

４年間の交付合計額の上限 

 3,000万円 

 

  



26209 

京都府 

長岡京市 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

長岡京市企業立地

促進条例 

H15.10 ①市内において設置する事業所の用地が次

の各号のいずれかに該当し、かつ、当該用地

に決定するまでに市の関係部局に相談してい

ること。 

(1) 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第８

条第１項第１号に規定する工業地域又は工業

専用地域にあること。 

(2) 都市計画法第８条第１項第 1 号に規定す

る近隣商業地域のうち都市計画道路長岡京駅

前線及び御陵山崎線並びに府道伏見柳谷高

槻線の沿道で、建築物の延べ面積の敷地面

積に対する割合が 10 分の 30以上に定められ

た区域にかかる地域にあること。 

(3) 都市計画法第 12条の４第１項第 1号に規

定する地区計画のうち西山天王山駅地区の区

域かつ都市計画法第８条第１項第３号に規定

する高度地区のうち第３種高度地区の区域に

あること。 

②先端産業に属する製造業の本社、情報関

連産業・自然科学研究所の本社・工場等、宿

泊業に係る宿泊施設等で取得若しくは賃借し

た敷地面積 500 ㎡以上又は投下固定資産額

等 5,000万円以上かつ地元新規雇用者数３人

以上 

③先端産業に属する製造業の工場等、先端

産業以外の製造業・物流業及びその他の産業

で市長が特に認めるものの本社・工場等で取

得若しくは賃借した敷地面積 500 ㎡以上又は

投下固定資産額等１億円以上かつ地元新規

雇用者数３人以上 

事業所初期整備助成金 

○埋蔵文化財発掘調査費の 50/100

以内 

○限度額 1,000万円 

事業所設置助成金 

○投下固定資産額の 10/100以内、リ

ース資産等は市長が定める額 

○先端産業に属する製造業、情報関

連産業・自然科学研究所に係る事業

所については限度額 3,000万円 

○先端産業以外の製造業・物流業、

宿泊業及びその他の産業で市長が特

に認めるものに係る事業所について

は限度額 1,000万円 

○市内事業者に発注した投下固定資

産税額等の合計金額が 100万円を超

える場合にあっては、先端産業に属

する製造業、情報関連産業及び自然

科学研究所に係る事業所については

3,060万円、先端産業に属しない製造

業、物流業、宿泊業及びその他の産

業で市長が特に認めるものに係る事

業所については 1,020万円 

操業支援助成金 

○固定資産税（土地分除く)の課税額

に次の率を乗じて得た額 

 第１年度 75/100 

 第２年度 50/100 

 第３年度 25/100 

○限度額 5,000万円 

 （３年間の合計） 

地元雇用促進助成金 

○地元新規雇用者の増加数に次に



掲げる区分の金額に乗じて得た金額 

①障がい者 40万円 

②正規雇用者 30万円 

③その他雇用者 10万円 

○限度額 3,000万円 

 （４年間の合計） 

 

  



26210 

京都府 

八幡市 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

八幡市工場等誘致

要綱 

S61.6 市内の工業専用地域、工

業地域または準工業地域

内において工場等を設置

する者 

対象者が行う道路または水路の整備であって市に帰属し

ているものに限り当該工場基盤整備事業に要した費用の

範囲内で市長が必要と認めた額を５年間交付する。なお、

各年度の最高限度額は当該年度の納税額の 20％とす

る。 

 

  



26211 

京都府 

京田辺市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

研究所施設で建設資金（土地含む）

が４億円以上 

― 不均一課税 

第１年度 0.14 /100 

第２年度 0.467/100 

第３年度 0.933/100 

固定資産税 ３年間 

(制度名:関西文化学術研究都市建設等に係る京田辺市税条例の特例に関する条例（S63.3）) 

 

  



26212 

京都府 

京丹後市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円） 従業員（人以上） 

過疎法関係（市税） 

（製造業・旅館業） 

・500 以上（個人及び資本金 5,000 以下

の法人） 

・1,000 以上（資本金 5,000 超 10,000 以

下の法人） 

・2,000以上（資本金 10,000超の法人） 

（農林水産物等販売業・情報サービス業

等） 

・500以上 

― 課税免除 固定資産税 ３年間 

過疎法関係（所得税・法人税） 

（製造業・旅館業・情報通信技術利用事

業） 

過疎地域         2,000超 

―  特別償却 

①機械・装置（旅

館業を除く）、取

得価格の 10％ 

② 建物・附属設

備・構築物、 取得

価格の６％ 

事業の用に

供した年度 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

京丹後市企業立地

支援事業 

（助成金交付） 

H25.10 ○下記要件をすべて満たすもの 

①投下固定資産額要件 

A情報関連産業 300万円以上 

B 地域農林水産資源を活用する製造業及び製

造業類似事業のうち農業に属する事業 500

万円以上 

C Bを除く製造業、・製造業類似事業、道路貨

物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサー

ビス業及び自然科学研究所 1,000 万円以

上 

D 製造業及び情報関連産業のうち本社機能の

○対象経費 

①用地・家屋・償却取得費・環境整備費

の投下固定資産額の５％ 

②土地・建物賃貸料、電気料、水道料

金、情報通信費の 50％以内 

③投資資金に係る利子負担額、新規採

用従業員研修費の 100％以内 

④市民正規雇用者人件費 

障害者雇用 50万円/人 

正規雇用者 40万円/人 

⑤地元食材購入費の 20％以内 



新設等を行う事業 3,800 万円以上（中小企

業は 1,900 万円以上）ただし、土地の取得費

を除く。 

②雇用者要件 

A・B・C の場合：市民の正規雇用者３人以上

（中小企業者は同２人以上）の増加 

D の場合：市民の常用雇用者 10 人以上（中小

企業者が新設等を行う場合は同５人以上）の

増加 

③市税等に滞納が無いこと 

④事前に事業所の指定を受けていること 

 

⑥市内企業発注費額の 15％以内 

※操業開始日から２年半を経過する日

までに行った投資が対象 

 

○限度額 

市民正規雇用者増加数 × 

100万円 （最大５億円） 

○交付期間 

操業開始日の６か月後から３年度間 

※操業開始日から２年半を経過する日ま

でに行った投資が対象 

※その他細かな規定あり 

京丹後市企業立地

支援事業 

（奨励金交付） 

H25.10 同上 ○限度額 

新・増設された事業所の投下固定資

産に対し課税された固定資産税相当

額 

（下記交付期間を通じ最大 70億円） 

○交付期間 

最初に課税された年度から５年度間 

京丹後市企業立地

支援事業 

（奨励品交付） 

H25.10 ○下記要件をすべて満たすもの 

①対象業種 

企業立地助成金交付制度と同じ 

②投下固定資産額 ３億円超 

③市民正規雇用増加数 10人以上 

④操業開始日から起算して奨励品の耐用年数

が経過する日までの間継続して操業が行わ

れる見込みであること。 

⑤市税等に滞納が無いこと 

⑥事前に事業所の指定を受けていること 

○営業用自動車１台の購入に必要な経

費 

（本体及び附属品 200万円以内） 

京丹後市企業移

転・移住支援金 

R3.5 ○下記要件をすべて満たすもの 

①法務局への登記を要する本社または支店そ

の他の事業所を設置する者 

②令和 3年 4月 1日以後に初めて本市に事業

所等を移転または設置し、事業所等を移転ま

たは設置した日から５年以上継続して事業を営

む意思を有する者 

③新しい事業所等に勤務する代表者または正

規雇用者、あわせて３人以上が本市に移住し、

その移住した人数が当初から５年間下回らない

こと 

○事業所等移転・設置支援 

１事業所につき 300万円 

○移住支援 

１人につき 40万円 



※正規雇用者３人の移住でもよい 

※正規雇用者のうち代表者の３親等以内の

親族は移住した人数にカウントできない 

④市税等に滞納が無いこと 

 

京丹後市企業立地

支援専門家派遣制

度 

H25.10 ○下記要件をすべて満たすもの 

①初めて市内に企業立地を行うもので、京丹

後市企業立地援事業実施要綱第４条の規

定に基づく事業所の指定の対象と見込まれ

ること。 

②新たに 10 人以上（市民５人以上を含む。）を

正規雇用者として雇用する予定であること。 

③市税等に滞納が無いこと。 

 

○派遣専門家 

・ 中小企業診断士 

 ・ 社会保険労務士 

 ・ 弁理士 

 ・ 行政書士 

 

○限度額 

専門家１人当たり 20万円 

（一の企業立地につき最大 50万円） 

京丹後市地域総合

整備資金貸付要綱 

H16.7 ○下記要件をすべて満たすもの 

①地域内において１人以上の新規雇用が見込

まれること 

②用地取得等契約後５年以内に営業開始が行

われること 

○貸付額 

対象費用の 45％以内 

○貸付利率 

無利子 

○対象費用 

・設備取得費用 

・整備に伴い必要となる試験研究開発費

等付随費用 

京丹後市地域総合

整備資金連帯保証

料補助金交付要綱 

H29.6 地域総合整備資金を借り入れた民間事業者等

であって、市税等の滞納のないもの。 

当該年度に連帯保証人に支払った連帯

保証料の額に相当する額を補助 

○限度額 

 償還期間内に支払う連帯保証料の３分

の１を超えない額 

 

 

  



26213 

京都府 

南丹市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額 （万円以上） 従業員（人以上） 

（旧美山町、旧日吉町） 

製造業又は旅館業（下宿営業を除く） 

・・・500以上（資本金の額により異なる） 

情報サービス業等又は農林水産物等販売

業・・・500以上 

― 課税免除 固定資産税 ３年間 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

南丹市工場等誘致条例 H18.1 ○市内で新設又は増設する誘

致事業所であって、投資総額

3,000 万円以上で常時従業員数

20人以上の工場等設置事業所 

工場等設置奨励金 

○新設及び投資総額 10 億円以上の増設の場

合 

 固定資産税相当額 

 第１年度  50％ 

 第２年度  45％ 

 第３年度  40％ 

 第４年度  35％ 

 第５年度  30％ 

 

新規雇用促進奨励金 

○１年以上引き続いて常時雇用する市内在住の

従業員１人につき 15万円（３年間で分割交付） 

○限度額 １事業所当たり 450万円（30人分） 

※その他、交付要件あり 

南丹市京都新光悦村企

業立地促進条例 

H18.1 ○京都新光悦村に新たに工場

等を設置し、奨励工場の指定を

受けたもの 

企業立地奨励金 

○固定資産税相当額 

 第１年度  50％ 

 第２年度  45％ 

 第３年度  40％ 



 第４年度  35％ 

 第５年度  30％ 

雇用促進奨励金 

○１年以上引き続いて常時雇用する市内在住の

従業員１人につき 30万円 

○限度額 １事業所当たり 450万円 

 

  



26214 

京都府 

木津川市 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

研究所施設で建設資金（土地除く）

が 4.5億円以上 

― 不均一課税 

１年目 0.14/100 

２年目 0.467/100 

３年目 0.933/100 

固定資産税 ３年間 

（制度名：関西文化学術研究都市建設等に係る木津川市税条例の特例に関する条例（H19.3）) 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

木津川市企業立地

促進条例 

H24.6 ①市内外からの進出企業 

②用途地域は、準工業地域等 

③情報関連産業・自然科学研究所に係る本店

及び事業場、製造業（先端産業）に係る本店

で、用地面積500㎡以上又は投下固定資産額

等 2,000万円以上かつ地元新規雇用者１人以

上 

④製造業（先端産業）の事業場、製造業（先端

産業以外）及び市長特認の本店及び事業場

で、用地面積500㎡以上又は投下固定資産額

等 5,000万円以上かつ地元新規雇用者数１人

以上 

※③、④のうち、投下固定資産額等が 100 億

円以上かつ地元新規雇用者数５人以上の場

合は、特に大規模な事業場とする。 

事業場設置助成金 

（操業開始年度の翌年度のみ） 

○投下固定資産額等の 10/100 以内

の額（リース資産等は市長が定める

額） 

○情報関連産業・自然科学研究所及

び製造業（先端産業）に係る事業場に

ついては限度額 3,000万円 

○製造業（先端産業以外）及び市長

特認に係る事業場については限度額

1,000万円 

雇用創出助成金 

（操業開始年度の翌年度から３年間） 

○地元新規雇用者数に以下の区分

の金額を乗じて得た額 

 ①障害者雇用 50万円 

 ②正規雇用 40万円 

 ③（①・②以外） 10万円 

○限度額 3,000万円 

操業支援助成金 

（操業開始後、最初の課税年度の翌

年度から３年間） 

○固定資産税（土地分除く）の課税額

に次の率を乗じて得た額 



 第１年度 9/10 

 第２年度 2/3 

 第３年度 1/3 

○限度額 １億 5,000万円 

※特に大規模な事業場の場合   

○限度額 ６億円 

 

  



26303 

京都府                                                        

大山崎町                                                                                               

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

企業立地又は整備促進のための大

山崎町税の特例に関する条例（Ｈ

27.12.22） 

町域において、次にあげる事業用施

設の新設及び増設（償却資産を除く） 

(1)工場 

(2)倉庫 

(3)事務所（住宅と兼用するものを除

く） 

(4)試験研究施設 

(5)前 4号のほか町長が定める施設 

 

※投下固定資本額の条件なし 

― 

 

 

固定資産税の税率 

100分の 0.95 

当該事業用施

設固定資産に

係る固定資産

税 

固定資産税

が新たに課さ

れることとなっ

た年度を含

む３年度分 

 

  



26322 

京都府 

久御山町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

敷地面積 1,000 ㎡以上又は投下固定資産額等

（土地の取得を除く）５千万円以上 

地元雇用者（町内居住者の雇

用予定がある場合も含む）を１

名以上 

固定資産税

の税率 100

分の 0.7 

固定資産税

（家屋） 

最初に課

されること

と な る 年

度 か ら ３

年度分 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

久御山町みなくるタウ

ン企業立地促進条例 

Ｒ５.12 みなくるタウン内において本店若しくは支店等

又は工場、研究所その他の事業所（以下「事

業場等」という。）を設置しようとする企業で次

の要件を満たす者 

・みなくるタウン内に立地した地域経済牽引事

業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律第 13 条の承認を得た企業又は久

御山町内に事業所を有する企業でそれに準

ずる企業 

・脱炭素経営に取り組む企業 

・敷地面積 1,000 ㎡以上又は投下固定資産額

等（土地の取得を除く）５千万円以上の企業 

・地元雇用者（町内居住者の雇用予定がある

場合も含む）を１名以上有する企業 

助成金 

・事業場等で新規に雇用する障害者

１人につき１回限り 50 万円を交付す

る。 

※当該雇用の日から引き続き１年間

町内に住所を有していること 

※事業場等が稼働した日から３年間

に限る 

※１企業あたり 500万円を限度 

 

  



26343 

京都府 

井手町 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

井手町企業立地促

進条例 

H25.6 〇情報関連産業及び自然科学研究所に係る

本店及び事業場、製造業に係る本店 

→用地取得面積 500 ㎡以上又は投下固定資

産額等（土地取得を除く）5,000 万円以上か

つ、地元新規雇用者数１人以上 

〇事業場等設置助成金 

投下固定資産額等（土地取得を除く）

の 10/100 以内の額 

限度額 3,000万円 

（情報関連産業、自然科学研究所及

び製造業に係る事業場等以外は

1,000万円） 

 

〇操業支援助成金 

固定資産税額（土地分を除く）に次の

率を乗じて得た額 

第１年度：75/100 

第２年度：50/100 

第３年度：25/100 

３年間の交付合計額の上限 5,000 万

円 

 

〇雇用創出助成金 

操業開始日の属する年度の翌年度以

降４年間に、１年以上継続して新たに

雇用した井手町在住従業員数に 30

万円を乗じて得た額 

４年間の交付合計額の上限 3,000 万

円 

 

  



26344 

京都府 

宇治田原町 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

宇治田原町企業立

地促進条例 

H18.4 ○町内の工業団地等 

○情報関連産業、自然科学研究所、製造

業に係る事業場 

補助金 

○操業開始年度に係る固定資産税の 4/5

以内 

○地元新規雇用者１人につき 30万円 

 

 

  



26364 

京都府 

笠置町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

5,000超 20 課税減免 

（1/2軽減） 

固定資産税 ５年間 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

笠置町工場誘致条例 S63.9 ○地域産業の振興上適当と認めるもの 

○固定資産の取得価額 5,000万円超 

○常用従業員数 20人以上 

○公害防止等の措置が十分で、生活環境に

支障を及ぼさないと認められるもの 

利子補給 

○町長が認めた公的機関及び一般

金融機関からの５年以上の長期借入

金 

○年利１％以内 

 限度額 100万円 

 ５年間 

便宜供与 

○労働力の確保等 

 

  



6366 

京都府 

精華町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額  （万円以上） 従業員（人以上） 

研究所施設で建設資金（土地含

む）が４億円以上 

― 不均一課税 

１年目 0.14/100 

２年目 0.467/100 

３年目 0.933/100 

固定資産税 ３年間 

（制度名：関西文化学術研究都市建設等に係る精華町税条例の特例に関する条例（S63.3）） 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

精華町企業立地促

進条例 

H16.10 ○情報関連産業及び自然科学研究所に

係る本店及び事業場、先端産業に属する

製造業に係る本店： 

 用地取得面積 500㎡以上又は投下固定

資産額（土地を除く)2,000 万円以上かつ、

地元新規雇用者数１名以上 

○製造業（先端産業）に係る事業場、製造

業（先端産業外）及び町長特認に係る本

店及び事業場： 

 用地取得面積 500㎡以上又は投下固定

資産額（土地を除く）5,000 万円以上か

つ、新規地元雇用者１名以上 

○地域経済、産業の発展に効果が大きい

と認められること 

○環境の保全に配慮して施設整備及び

運営が行われること 

事業場等設置助成金 

○投下固定資産額（土地取得を除く）の

1/10以内の額 

○限度額 3,000万円 

（情報関連産業、自然科学研究所及び先

端産業に属する製造業に係る事業場等以

外は 1,000 万円） 

操業支援助成金 

○固定資産税額（土地分を除く）の課税額

に次の率を乗じて得た額： 

 １年目 9/10 

 ２年目 2/3 

 ３年目 1/3 

○３年間の交付合計額の上限 

 3,000万円 

（操業開始時において投下固定資産額等

が 200 億円以上である大規模な事業場等

に該当する場合は、６億円） 

雇用創出助成金 

○操業開始日以降、１年以上継続して新

たに雇用した精華町内在住者の増加数に

以下の区分の金額を乗じて得た額： 

 正規雇用 40万円 

 障害者雇用 50万円 



 正規雇用以外（障害者除く）10万円 

○３年間の交付合計額の上限 

 3,000万円 

 

  



26407 

京都府 

京丹波町 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

京丹波町企業立地

促進条例 

Ｈ25.3.28 ○固定資産の取得価格 3,000万円以上 

○常用雇用者数 新設の場合５人以上、 

増築、建替の場合３人以上増加。内、新規町内

常用雇用者１人以上。 

企業立地奨励金 

○固定資産税相当額の補助（３年

間） 

雇用促進奨励金 

○新規町内常用雇用者 

○１人につき 15万円 

○限度額 300 万円（翌年度 1 回の

交付） 

 

 

 

  



26463 

京都府 

伊根町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

製造業等 

 新設・増設 

― 不均一課税 固定資産税 ３年間 

製造業（ガス製造及び発電除く)､農

林水産物等販売業、旅館業 

 新設・増設 

― 課税免除 固定資産税 ３年間 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

伊根町工場等誘致

条例 

S62.10 ○新設 

 固定資産取得額 3,000万円超 

 常用従業員 10人超 

○公害発生のおそれのないもの、又は未然防

止措置が講じられるもの 

補助金 

○固定資産税相当額 ５年以内 

 

 

  



26465 

京都府 

与謝野町 

 

〈立地企業に対する税制上の優遇措置等〉 

適用基準 
措置事項 措置範囲 適用期間 

投下固定資本額（万円以上） 従業員（人以上） 

半島振興対策実施地域における与

謝野町税条例の特例に関する条例

（ H18.3.1 、 H25.9.13 一 部 改 正

H27.3.31 一部改正） 

 

本町の区域内において、製造業、旅

館業(下宿営業を除く。)、情報サービ

ス業、農林水産物等販売業の用に供

する取得価額が 500 万円以上の機

械・装置、建物・附属設備及び構築

物の新設又は増設設備を新設し、又

は増設した者。 

◎租税特別措置法による所得税又は

法人税上の青色申告による特別償却

の適用を受けることができる設備であ

ること。 

◎既存設備の取替え、更新のための

新増設の場合は、生産能力が 30%以

上増加すること。 

◆資本金が 1,000万円以下 

  取得価格 500万円以上 

◆1,000万円超 5,000万円以下 

  取得価格 1,000万円以上 

◆5,000万円以上 

  取得価格 2,000万円以上 

が必要。 

 

― 不均一課税 

 

本来税率 100分の 1.4 を 

初年度  100分の 0.14 

第２年度 100分の 0.35 

第３年度 100分の 0.70 

とする。 

 

なお、対象家屋を建てる

土地については、その取

得の日の翌日から起算し

て１年以内に当該家屋の

建設着手があった場合、

当該土地についても製造

の事業の用に供する部分

は不均一課税の対象とし

ます。 

 

 

固定資産税 ３年度 

与謝野町過疎地域における固定資

産税の課税免除に関する条例

（R3.9.27、R6.6.17 一部改正） 

本町内で行った設備投資で、製造

業、旅館業（下宿業は除く）、農林水

産物等販売業、情報サービス業等

― 課税免除 固定資産税 租税特別措

置等の適用

の該当によ

り、新たに固

定資産税が

課されることと



（インターネットサービス業、通信販

売、市場調査等）の事業に供する取

得価額が 500 万円以上の機械・装

置、建物・附属設備及び構築物の新

設又は増設設備を新設し、又は増設

した者。 

※租税特別措置法による所得税又は

法人税上の青色申告による特別償却

の適用を受けることができる設備であ

ること。 

〇製造業 旅館業 

・資本金が 5,000万円以下 

取得価格 500万円以上 

・5,000万円超 1億円以下 

  取得価格 1,000万円以上 

・1億円以上 

取得価格 2,000万円以上 

〇農産物販売業 情報サービス業 

取得価格 500万円以上 

※資本金等の規模が 5,000万円超の

事業者は、新増設に係る取得等に限

る 

なった年度以

降３ヵ年度 

 

 

〈補助金、融資、奨励金等の特別な優遇措置〉 

条例名 制定年月 対象者の要件 内    容 

与謝野町企業立地

促進条例 

H18.3.1 

一部改正 

H21.3.17 

H27.3.16 

H30.6.18 

R2.12.14 

R7.3.17 

〇①町内に事業所を有しないものが新たに町

内に事業所を設置、②町内に事業所を有する

ものが当該事業所を縮小又は閉鎖を伴わず

に、新たに町内に事業所を設置又は増設、③

町内に事業所を有するものが当該事業所を縮

小又は廃止をし、新たにその規模を超えて町

内に事業所を設置する場合。 

〇①投下固定資産 500万円以上（地域の農林

水産資源を活用する製造業又は製造業に属

する事業に類する事業のうち農業に属する事

業）、②投下固定資産 1,000万円以上（同①を

除く製造業又は製造業に属する事業に類する

事業のうち農業に属する事業を除く事業、自

奨励金 

○５年以内 

○固定資産税相当額 

助成金 

〇2,000万円限度 

〇投下固定資産取得費５％以内の額 

雇用奨励金 

○1,000万円限度 

○奨励事業所等の新設等に伴い増

加した町民の正規雇用者数に 70 万

円を乗じて得た額及び奨励事業所等



然科学研究所、道路貨物輸送業、倉庫業、運

輸に付帯するサービス業、宿泊・飲食サービス

業）、その他与謝野町の発展と産業振興に資

すると町長が特に認める産業）、③投下固定資

産 300万円以上（情報関連産業） 

〇与謝野町に住所を有する者（以下「町民」と

いう。）又は福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津

市、京丹後市若しくは伊根町に住所を有する

者（以下「近隣住民」という。）の正規雇用者の

合計が２人以上の増加。 

の新設等に伴い増加した近隣住民の

正規雇用者数に 20万円を乗じて得た

額の合計額 

 

利子補助金 

○奨励事業所等の設置に必要な投

下固定資産のうち、公的機関及び一

般金融機関の貸付金で、特に町長が

認めた５年以上の長期借入金に対

し、年利率１％以内の額 

○５年以内 

○限度額 年間 200万円 

与謝野町産業振興

事業費補助金交付

要綱 

H18.3.1 

全部改正 

H27.4.16 

一部改正 

H27.10.1 

H29.8.1 

H30.3.30 

R2.5.1 

R2.6.19 

R3.4.1 

R3.6.15 

R4.4.1 

R4.8.1 

R5.3.31 

R6.3.21 

 

創業支援 

〇町内に事業所を有しないものが、新たに商

工業（京都府信用保証協会の保証対象業種

及び農業・林業）を町内に開業（法人設立を含

む。）する経費（建物建設費、建物改修費、建

物に付随する設備に要する経費等）の一部を

補助する。 

〇開業年度に限る。 

○補助対象経費が 100 万円以上のものに限

る。 

〇町内に店舗、工場等を設け、本社について

も町内であること。 

50万円限度（対象経費の 1/4以内） 

ただし、町内事業者に発注し、かつ、

町内在住者を 1 人以上雇用した場合

は、150万円限度（対象経費の 1/3以

内） 

 

 

 

 

 

 

商店街等整備活性化支援 

〇商店街等の機能を高めるため、商店街施設

の設備（LED 化、街路灯、アーチ、統一看板、

案内板、放送設備等）の整備により、商店街の

活性化が図れる事業その他町長が必要と認め

るものを設置する事業に要する経費（新設工

事費及び改修工事費並びに設備設置費）の

一部を補助する。 

50万円限度（対象経費の 1/3以内） 

ただし、町が国若しくは京都府の補助

を受ける場合又は申請者が国若しく

は京都府の補助を受ける場合は、補

助対象経費から国又は京都府の補助

金額を差し引いた額を補助対象経費

とすることができる。 

商店街リフレッシュ支援 

〇商店街等の商店街施設、共同利用施設及

びアーケード、カラー舗装等の共同施設の改

修その他町長が必要と認める改修又は改装を

行う事業に要する経費（改修工事費又は改装

工事費）の一部を補助する。 



商いネットワークづくり支援 

〇情報機器の活用、共同配送、異業種連携等

により地域におけるネットワークを構築するため

の調査・研究を実施する事業に要する経費

（報償費、旅費、会議費、会場借上料等）の一

部を補助する。 

10万円限度（対象経費の 1/3以内） 

ただし、町が国若しくは京都府の補助

を受ける場合又は申請者が国若しく

は京都府の補助を受ける場合は、補

助対象経費から国又は京都府の補助

金額を差し引いた額を補助対象経費

とすることができる。 

地域経済活性化計画策定事業 

〇地域経済を活性化するための計画策定等

の調査・研究を実施する事業に要する経費

（報償費、旅費、会議費、会場借上料等）の一

部を補助する。 

50万円限度（対象経費の 1/2以内） 

ただし、町が国、京都府その他団体

の補助を受ける場合は、この限りでな

い。 

リクルーティング強化事業 

〇町内に事業所を有する者が労働力不足を

解消するために行う雇用活動に要する経費

（外部委託費、旅費、会場借上料、広報費等）

の一部を補助する。 

20万円限度（対象経費の 1/3以内） 

インターンシップ支援事業 

〇町内に事業所を有する者が都市部の新規

学卒者を雇用するために行う活動に要する経

費（外部委託費、旅費、会場借上料、広報費

等）の一部を補助する。 

５万円限度（対象経費の 1/2以内） 

５日以上インターンシップの学生を受

け入れた場合に限る。 

 


	京都市
	福知山市
	舞鶴市
	綾部市
	宇治市
	宮津市
	亀岡市
	城陽市
	長岡京市
	八幡市
	京田辺市
	京丹後市
	南丹市
	木津川市
	大山崎町
	久御山町
	井手町
	宇治田原町
	笠置町
	精華町
	京丹波町
	伊根町
	与謝野町

